
電話

（第 5 章）

（第 1 節）

（第　 1

　組合施行の区画整理事業に関して適切な指導、助言、技術援助、許認可を行なうことに
より、本市が目指す魅力ある健全で良好な市街地形成の誘導を図り、地区住民等の生活
環境の向上と新たな市民のための住宅地を供給するなど、公共の福祉の増進に資するこ
とを目的とする。

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

計画的な市街地の形成

事務事業名 土地区画整理組合指導事業

土地区画整理組合及び役員

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

施策）

区　　　　分

115

5件

118千円

80件

15回

105

525千円

5件

10件

１６年度（目標）

20件

指　　　　　標　　　　　値

45件 38件

93

13,500

13,593

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③

　総　事　業　費 ①＋④

１５年度（予算） １６年度（予定）

２　実　施　（ドゥ）

143

30件

95千円127千円

50件

15回

110

41件

活動件数当たりのコスト

指　　　標(算式）
１３年度 １４年度

80件

15回

１５年度（目標）

各種許認可事務処理件数

80件

25回

成果指標
(事業計画・定款の変更、地区内

建築許可等の許認可と縦覧公告

業務、検査業務）

（目的の達成
度を測るもの
さし）

（事務事業の
活動量や実
績）

説明会・総代会等会議出席数

活動量の合計

組合等からの相談・打合せ件数

効率指標

（主要活動単
位当たりコスト）

（総事業費÷活動量合計）

指　　　標

活動指標

124

その他特財

1.50

9,235

直接事業費

人 　件 　費
（概算）

１4
年
度

まで

15
年
度

【事業費の推移】

1.虹ヶ丘土地区画整理組合：清算金・賦課金の滞納処分の検討・協議、金融機関との協議、公共・
公益施設用地の買取り、その他　今後の組合運営に関して市の立場で指導・助言を行なう。
2.大曲柏葉台土地区画整理組合：主に付保留地の処分、解散に向けた清算業務に関する指導業務
3.大曲幸地区開発発起人会：組合設立準備委員会発足までの指導等とその後は技術援助

 「広島町駅前地区土地区画整理組合」ほか９組合に対する指導・助言・技術援助・許認可業務
　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

１４年度（決算）

（単位：千円）

１３年度（決算）

国支出金

道支出金

地方債

事前協議・申請件数

一般財源

①合　計

②人　数（年間）

13,977

9,000

13,853

124
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整理番号 23-7 作成部署 都市整備課 765

課長職名

章 高い都市機能をもち、活力にあふれるまち

1.50

12493 41,692

124

41,293

399

　　　　　　　　　　　　

13,624

1.50

9,000

13,500

55,192

1.50

9,000

13,500

児玉正輝 作成日 平成15年7月

土地区画整理法第75条、同法第14条～125条の内組合事業の許認可事務等に関する
条項（北海道建設部の事務処理の特例に関する条例第2条：権限委譲）

事務区分 部長職名■自治事務　　■法定受託事務　 斉藤順二

根拠法令等
　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

１　計　画　（プラン）

　組合施行の土地区画整理事業においては、円滑な事業推進のために公共団体が総合的に指導・技術援助を行な
うことが求められ、土地区画整理法の制定を受け、本市では最初の組合事業から当該業務が導入されている。さら
に、平成９年度からは道の権限委譲により、本市も各種許認可権を持つことになり、当該業務の重要度が増してき
た。

事務事業開始の
きっかけ（導入当
初の目的等）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

節
施策

市街地整備



事務事業を取り巻く
社会環境の変化や
今後の予測・他市町
村の動向等

　近年、地価下落や社会経済の落ち込みにより、区画整理事業の収入源の大部分を占める保留地の処分が計画ど
おり進まない状況が生まれてきた。また、各市町村は厳しい財政状況の中、民間の資金力や経営・技術能力などを
最大限活用した組合施行による区画整理事業を検討・研究していくことが必要になってくる。こういう状況をふまえ、
新規の組合に対しては、特に財源となる保留地処分の確実性などを十分検討し、将来を見越した指導・助言等が必
要になってくる。

項　　目

目的の妥当性

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

行政関与の妥当性
□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

【現在の手段は適切です
か。他の手段や委託化な
どの可能性はありません
か】

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

□十分効率的

【手法は効率
的ですか。コ
スト節減の方
法はありませ
んか】

■適切

□やや非効率

【受益者負担の適正化の
余地はありませんか】

■適切

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

効率性の評価

■概ね効率的

項　　目 判　定
【妥当性の評価と改善の方法等】

整理番号 23-7

【意図した成
果は上がって
いますか】

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

判定の説明や課題

□かなり非効率

４　総合判定と今後の方向性

判　　定
有効性の評価

□統合する(検討含む）

【２次評価】

【有効性と効率性の評価と改善の方法】

　判　　　　定

□あまり成果が上がっていない

□成果が上がっていない

■十分成果が上がっている

□概ね成果が上がっている

今後の方向性や改善方法など

■Ａ 　　　 □B    　　□C

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

□見直しの上で継続する

□廃止・休止する(検討含む）

□終了

　判　　　　定

□見直しの上で継続する
行財政構造改革推
進本部の総合判定

３　評　価　（チェック）と改善（アクション）

手段の妥当性

□拡大・重点化する

■現状のまま継続する

【１次評価】

　受益者負担の余地はない。

【事務事業担当部局内優先度】

事務事業担当部局
の総合判定

【上記３の評価と改
善を踏まえ、今後の
方向性についての総
合判定と改善方法等
を記入】

　民間活力による市街地整備の推進・促進を図ることは、本市の人口
増に対する宅地の供給と市街地整備に対して有効な手段である。
　今後とも効果的な指導・助言を行なうため、指導マニュアルの等の
活用を図りながら、施行地区の計画的な事業の推進と、今後、施行さ
れる地区の事業化に向けた取り組みに対して、適切な指導を行うよう
強化すべきである。

□統合する(検討含む）

□縮小する(検討含む）

□終了

□廃止・休止する(検討含む）

今後の方向性等

　区画整理事業による市街地整備は有効な手段であり、さらに民間
活力を活用した事業推進は今後のまちづくりにとって重要な手段と
なってくる。　民間活用による市街地整備の効果は大きく、それに対
する市の支援策の強化を検討する必要がある。

受益者負担の妥当性

□拡大・重点化する

■現状のまま継続する

□縮小する(検討含む）

■該当しない

　これまで組合施行の区画整理事業によっ
て整備された総面積は約２０３haにも及び、
市街地全体の１２．７％を占めている。これ
らの区域はそれぞれが着実に成熟したま
ち並みを形成しつつあり、本市のまちづくり
の一翼を担っている。

□適切

■適切

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

　土地区画整理法第75条の規定により、市
は組合からの技術援助の請求に応えなけ
ればならない。また、道条例により市は各
認可事務を委任されていることから、市が
行なう事業である。

　厳しい財政状況の中で区画整理事業の
実施となれば、民間の力を最大限活用した
組合施行の区画整理事業は有効であり、
目的は適切である。

　組合は民間のコンサルタントや業務代行
業者等に委託して事業を進めることになる
が、認可権を持つ市の指導や助言等はこ
れらとは意味合いが異なることから、委託
化の可能性はない。

　組合区画整理事業は数年間継続する事
業であり、その間、市条例等に基づく支出
は随時生じることになるが、当該業務は基
本的に人件費が主なコストである。

　より少ない人件費で効率的な当該業務を
行うには、区画整理事業に精通した人材の
育成も重要である。

改善の方法

判定の説明や課題 改善の方法




